
　寒さ厳しき折、ご家族の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。

新年を迎え、入居者の皆様は箱根駅伝のテレビ中継を見たり、お正月ならではの福笑いやかるた取

りをして穏やかな新年を迎えました。

　今年も入居者様のたくさんの笑顔が見られるよう、職員一同入居者様に寄り添った支援を心掛け

てまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　インフルエンザの感染症の流行が見られ、現在、事業所では対面での面会やご家族の通院同

行を制限しております。ご心配とご不便をおかけしますが、入居者様の体調管理のため、どう

ぞ、当面の間、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

　12月にご家族様へお知らせしましたが、当事業所では令和８年１月より、新たに認知症専門ケ

ア加算（Ⅰ）を算定することとなりました。

　そこで、今月は認知症専門ケア加算について詳しくお知らせしたいと思います。

①事業所の利用者のうち、認知症日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ、Mの認知症の利用者（対象者）の

割合が２分の1以上であるか。

※日常生活自立度は、介護認定を受ける際に、かかりつけの医療機関で作成された主治医意見書の

記載内容を確認し対象者であるかチェックします。

②認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施。

※認知症介護実践リーダー研修修了者は対象者が２０人未満で１人以上の配置が必要ですが、現在

当事業所では２名配置しております。

③事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定

期的に開催している。

上記の①～③の要件を満たし、対象となる入居者様に対して１日につき３単位（１単位：１円）を

算定することとなります。この加算は、利用者の割合が算定月前3か月の平均の人数が２分の1以上

で算定できるため、割合が２分の1以下になると算定できません。入居者様の状況によって変動す

る可能性のある加算です。

　加算や利用料金について何かご不明な点などございましたら、遠慮なく事業所

へご一報ください。
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新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



12月25日に皆でケーキに飾りつけ

し、おやつに美味しく頂きました。

12月の誕生者

おめでとうございます！！

クリスマス

12月から1月にかけて、ホーム内での

季節行事がたくさんありました。年明け

の様子は次号でお知らせします！！


